
 

総合評価の評価項目 

 総合評価における評価項目は以下のとおり。 
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下記の順位で評価する。 

① 以下のいずれかの資格を有する者 

・公共用地交渉業務及びこれに関連する業務を総合的

に行う業務に関し７年以上の実務の経験を有する

者であって、補償業務に関し５年以上の指導監督

的実務の経験を有する者 

・補償業務全般に関する指導監督的実務の経験７年以

上を含む20年以上の実務の経験を有する者 

・補償業務管理者（総合補償部門） 

・補償業務管理士（総合補償部門） 

・補償業務管理士（総合補償部門を除く７部門） 

② 補償業務管理士（土地調査、土地評価、物件、補

償関連を含む４部門以上） 

①４ 

②２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続教育取組実績 ＣＰＤの取得状況 

① 補償コンサルタントＣＰＤ協議会の発行するＣＰＤの取得ポイント証明書

（写し）が有り、補償コンサルタントＣＰＤ協議会が推奨する単位（30 単

位）を満たしている者。 

② 上記以外 

①１ 
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技

術
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平成23年度以

降の同種又は

類似業務の実

績の内容 

 

 

 

 

下記の順位で評価する。 

① 以下のいずれかの実績がある。 

・同種業務の実績がある。 

・土地調査、土地評価、物件及び補償関連の４部門す

べての業務について実績がある。 

② 類似業務の実績がある。 

  また、左記期間に出産・育児等による休業を取得した

場合は、当該休業期間に相当する期間に応じて実績と

して求める期間を延長することができるものとする。 

①５ 
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平成23年度以

降の同種又は

類似業務の当

該事務所・周

辺での業務実

績 

 

 

下記の順位で評価する。 

① 当該事務所等管内における同種又は類似業務実績が

ある。※１ 

② 当該事務所等が所在する都県に隣接する都県（整備

局管内）における同種又は類似実績がある。※２ 

③ 当該整備局管内における同種又は類似業務実績があ

る。※３ 

④ ①、②、③以外 

 

  また、左記期間に出産・育児等による休業を取得した

場合は、当該休業期間に相当する期間に応じて実績と

して求める期間を延長することができるものとする。 

①５ 
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定担当

技術者

・配置

予定業
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予定担当技術者・予定業務

従事者の調査算定に係る専

門技術力 

 

 

 

下記の順位で評価する。 

＊ 複数の予定担当技術者及び予定業務従事者が申請

された場合は、すべての予定担当技術者及び予定業

務従事者の上位１名の評価値とする。 

① 平成 23 年度以降において、本業務の補償対象と同

種の補償について調査又は補償金算定に関する業務

①５ 

②０ 
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の実績がある。（令和７年度完了予定の業務も含

む。） 

② ①以外 

 左記期間に出産・育児等による休業を取得した場合

は、当該休業期間に相当する期間に応じて実績として

求める期間を延長することができるものとする。 

 

 

 

 

 

実施方

針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務理解度 

 

業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に

評価する。 

１０ 

 

実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記の場合に優位に評価する。 

・配置する担当技術者・業務従事者（主任担当者は対

象外）の人数、代替要員の確保など業務を遂行する

うえで体制が確保されている場合 

・担当技術者・業務従事者の技術力の確保及び向上に

向けた取組が具体的に示されている場合 

・発注者からの指示事項等の担当技術者・業務従事者

への円滑な伝達と共有のための手法、及び担当技術

者・業務従事者へのフォロー方法が具体的に示され

ている場合 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術提

案 

 

 

本業務における留意点

（評価テーマ） 

 

的

確

性 

必要なキーワード（着眼点、問題点、解決方法）が網

羅されている場合に優位に評価する。 

２０ 

 

実

現

性 

提案内容に説得力がある場合に優位に評価する。 １０ 

 

賃上げの実施に関する評価 大
企
業
※
４ 

令和８年４月以降に開始する参加者の最初の事業年

度または令和８年（暦年）において※５、対前年度

又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額

を３％以上増加させる旨、従業員に表明している場

合。 

５ 

中
小
企
業
等
※
４ 

令和８年４月以降に開始する参加者の最初の事業年

度または令和８年（暦年）において※５、対前年度

又は前年比で給与総額を1.5％以上増加させる旨、従

業員に表明している場合。 

 

ワーク・ライフ・バランス等推進企

業の評価 

次に掲げるいずれかの認定を受けていること。 

○女性活躍推進法に基づく認定等※６ 

・プラチナえるぼし、えるぼし認定企業等 

○次世代法に基づく認定※７ 

・プラチナくるみん、くるみん（令和4年4月1日以

降の基準）認定企業 

・くるみん（平成29年4月1日～令和4年3月31日

までの基準）認定企業 

・トライくるみん、くるみん（平成29年 3月 31 日ま

での基準）認定企業 

○若者雇用促進法に基づく認定※８ 

・ユースエール認定企業 

０.５ 

合計（技術評価の配点合計） ８５．５ 

 




